
作品の搬入及び搬出等

※詳しい搬出方法については、申込期間後に通知します。

①令和7年2月27日（木）：12時30分から14時まで
  ザ・ヒロサワ・シティ会館「展示会場」にて作品引渡し

②令和7年2月28日（金）：9時30分から15時まで
  ザ・ヒロサワ・シティ会館「搬入場所」にて作品引渡し

③令和7年3月1日（土）：9時30分から12時まで
  ザ・ヒロサワ・シティ会館「搬入場所」にて作品引渡し

①期日　令和7年1月10日（金）、11日（土）の2日間

②場所　ザ・ヒロサワ・シティ会館搬入口（裏1階 事務所側）

③方法　上記日時に搬入場所に直接持参してください。

作品搬送を業者に依頼する場合は、必ず搬入日時・場所を
指定してお送りください。
主催者は、作品搬送による破損等の責任は負いません。
また、搬入に要する費用は、出品者の負担とします。

9時30分から16時まで

展示について

表彰等

その他

展示期間 令和7年2月22日（土）から2月27日（木）までの6日間
9時30分から16時（最終日は正午まで）/入場無料

展示作品 ・第29回いばらきねんりん文化祭わくわく美術展入選作品

・その他、本会が認めた作品

・第28回いばらきねんりん文化祭わくわく美術展において、茨城県知事賞を受賞した
  者が出品する作品（無鑑査・無審査の展示とします。）

（1）審査の結果、優秀な作品には次の賞を授与します。

（1）鑑査・審査及び展示位置等に関する異議は受け付けません。
（2）応募作品・展示作品については、展示場所・保管場所から勝手に搬出できません。
（3）展示期間中は、監視員などを配置して保管に注意を払いますが、不慮の災害及び損傷・紛失・盗難等
      については、主催者はその責任を一切負わないものとします。
（4）県や県社会福祉協議会の広報等で必要な場合には、出版物やwebサイト等で作品を使用する場合が
      あります。
（5）出品者が搬出期間内に作品を搬出しないときは、主催者側で処分するものとします。
（6）個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針」に基づき、適切に取り扱うこととしており、
      他の目的で使用いたしません。
（7）搬入・搬出時等では、感染症対策にご協力いただきますようお願いいたします。
（8）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。

（2）各部門の最高齢入選者には特別賞を授与します。

（3）各部門の茨城県知事賞受賞作品を、「ねんりんピック岐阜2025美術展」に出品いたします。

（4）入賞者は、令和7年2月22日（土）の表彰式に出席していただくようお願いいたします。

ただし、受賞者及び、過去に特別賞を受賞した方は除きます。

茨城県知事賞、茨城県議会議長賞、茨城県教育委員会教育長賞、茨城県福祉部長賞、
いばらき文化振興財団理事長賞、茨城県老人クラブ連合会会長賞、
茨城県社会福祉協議会会長賞、佳作

（出品申込票に希望日を記入する） （出品申込票に希望日を記入する）搬入 搬出


